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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、中長期的に企業価値の向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考えており、適
時適切な情報開示による経営の透明性の確保、事業環境の変化に応じた迅速な意思決定と業務執行の実現、社外取締役や監査役会による業
務執行の監視機能の充実、不正防止のための内部統制機能の強化等に取り組んでおります。

これらのコーポレート・ガバナンス体制の強化、充実により、株主、従業員、顧客、取引先をはじめ、すべてのステークホルダーの利益・権利を保護
し、強固な信頼関係の維持発展に努め、当社グループの持続的な成長を目指してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則の全てを実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社グランドールキャピタル 4,500,000 36.26

濱中　雄大 3,942,000 31.77

由岐　洋輔 105,000 0.85

MSIP CLIENT SECURITIES 102,400 0.83

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 96,800 0.78

JPモルガン証券株式会社 94,800 0.76

大和証券株式会社 84,900 0.68

山田　隆弘 83,000 0.67

ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ従業員持株会 75,100 0.61

杉浦　潤一 67,500 0.54

支配株主（親会社を除く）の有無 濱中　雄大

親会社の有無 なし

補足説明

上記大株主の状況は、2025年11月30日現在の株主名簿に基づき更新しております。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 11 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、支配株主、その近親者やそれらの者が議決権の過半数を有する会社等との間で取引を行う場合には、一般の取引条件と同等の適切な
条件とすることを基本とし、その取引金額の多寡に関わらず、取引理由及びその必要性、また、取引内容及び条件の妥当性等について、当社取
締役会において十分に審議したうえで、取締役会決議をもって意思決定し、少数株主の保護に努めております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

髙橋　理人 他の会社の出身者 ○

志賀　秀啓 他の会社の出身者 ○

江川　敏郎 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

髙橋　理人 ○ 該当項目はありません。

髙橋氏は経営者としての豊富な実績と経験に
加え、住宅関連およびデータを活用したサービ
スについての豊富な知見をはじめとする幅広い
分野の知識と経験を有しております。

当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成
長と企業価値の向上、特にデータを活用した住
宅関連サービスについてのアドバイスおよび経
営監督機能の強化、並びに当社のコーポレー
ト・ガバナンスの維持及び更なる向上に寄与し
ていただくことを期待し、社外取締役として選任
しております。

なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関
係又は取引などの特別な利害関係はなく、一
般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独
立役員に指定しております。

志賀　秀啓 ○ 該当項目はありません。

志賀氏は、経営者としての豊富な実績と経験に
加え、大手不動産会社においての不動産関連
サービスに関する幅広い知識、経験を有してい
ます。

また、当社及びグループ各社の持続的かつ更
なる成長と企業価値の向上、特に不動産関連
サービスについてのアドバイス及び経営監督
機能の強化、並びに当社のコーポレート・ガバ
ナンスの維持及び更なる向上に尽力いただくこ
とを期待し、社外取締役として選任しておりま
す。

なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関
係又は取引などの特別な利害関係はなく、一
般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独
立役員に指定しております。

江川　敏郎 ○

江川氏は、2023年３月31日まで当社の特
定関係事業者（主要な取引先）である株式
会社みずほ銀行の業務執行者であり、20
24年６月25日まで同行の取締役（監査等
委員）でありましたが、特定関係事業者の
業務執行者を退任されてからすでに１年
以上が経過しており、同氏の独立性に問
題はないと考えております。

江川氏は長年にわたるメガバンク及びそのグ
ループにおける業務執行者及び取締役（監査
等委員長）としての豊富な実績と経験を有して
おります。

当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成
長と企業価値の向上、特に当社グループのファ
イナンスについてのアドバイス及び経営監督機
能の強化、並びにコーポレート・ガバナンスの
維持及び更なる向上に尽力いただくことを期待
し、社外取締役として選任しております。

また、同氏は上記eに該当しますが、左記のと
おり一般株主と利益相反のおそれはなく、独立
性を十分に有しているものと判断し、独立役員
に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 4 1 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 4 1 1 3 0 0
社外取
締役



補足説明

当社は、取締役会の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う任意の指名報酬委員会を設置しております。

同委員会は指名報酬委員会規程に基づき、取締役会の決議によって選任された取締役３名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役
とすることで独立性を維持しております。

また、委員長は、委員の中から取締役会の決議によって選定することで、透明性を担保しております。

同委員会は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの充実
を図るため、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任、取締役の報酬等について審議をし、取締役会に対して答申します。

同委員会の構成員は以下のとおりです。

委員長：社外取締役　髙橋理人

委員：代表取締役社長　濱中雄大、社外取締役　志賀秀啓、社外取締役　江川敏郎

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

a.内部監査部門と監査役(会)の連携状況

内部監査規程第11条において、監査役及び会計監査人等とは監査情報を交換し随時連絡・調整して、監査の効率的な実施に努める旨が定めら
れております。当社では常勤監査役と内部監査室は、原則として１か月に１回の定例会議に加え、必要に応じて連携のための機会を設けている
他、内部監査終了時には監査役会への報告を行っております。

b.内部監査部門と会計監査人の連携状況

内部監査室は主に会計に関する事項及び財務報告に係る内部統制に関する事項について、概ね３ヶ月ごとに会計監査人との意見交換の場を設
け、会計監査人の見解を聴取するとともに必要に応じて意見を申し述べ、緊密な連携を図っております。

c.監査役（会）と会計監査人の連携状況

監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん、幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取す
るとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。

d.三者合同ミーティング

定期的に「三者ミーティング」を開催し、監査状況等について共有し、合理的な情報交換と意思の疎通を図っております。

上記のとおり、三者は必要の都度適時に情報交換ができ、共有すべき情報や統一すべき見解は遅滞なく構築できる連携関係が保持されておりま
す。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

松尾　光剛 他の会社の出身者 ○

西田　弥代 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松尾　光剛 ○ 該当項目はありません。

松尾氏は、事業会社における経営企画の業務
経験及び監査業務を通じて培われた豊富な経
験と幅広い見識を有しており、当社の監査役と
して公正かつ客観的な立場で助言していただ
けるものと判断し、監査役に選任しております。

なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関
係又は取引などの特別な利害関係はなく、一
般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独
立役員に指定しております。

西田　弥代 ○ 該当項目はありません。

西田氏は、会社法をはじめとした企業法務全般
に精通しており、弁護士としての専門的知識・
経験等を活かし、当社の監査体制の強化に寄
与していただけるものと判断し、監査役に選任
しております。

なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関
係又は取引などの特別な利害関係はなく、一
般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独
立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社の将来に向けて業績向上に関する意欲や士気を高めることを目的とし、ストックオプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外監査役、従業員、子会社の従業員、その他

該当項目に関する補足説明

当社の将来に向けて業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、社内取締役、従業員及び子会社の従業員を対象にストックオプション
を付与しております。また、公正かつ厳格な監査による企業価値向上への意欲を一層高めることを目的として、社外監査役を対象にストックオプ
ションを付与しております。付与数に関しましては、過去の業績貢献度及び将来への期待を総合的に勘案して決定しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針（以下「決定方針」という。）を指名報酬委員会（委員長髙橋理人氏）による答申に基
づき当社取締役会決議にて定めており、その概要は以下のとおりです。

また、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容は、指名報酬委員会が原案について検討を行っており、当社取締役会も、基本方針
に基づき決定されているものと判断しております。なお、非金銭報酬等は導入しておりません。

ⅰ基本方針

　当社の取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するような体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際し
ては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、不動産テックを活用した生産性の高い当社グループ独自の新しい不動産取
引を指向している当社としては、当面の間は固定報酬としての基本報酬を中心として、営業管掌の業務執行取締役（以下「営業管掌取締役」とい
う。）のみ業績連動型の報酬等（以下「業績連動報酬等」という。）を導入するものとする。

ⅱ基本報酬に関する方針

　当社の取締役の基本報酬は、各取締役の役位、職責等に応じて同業種・同規模の他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しなが
ら、総合的に勘案して支給額を決定する。

ⅲ業績連動報酬に関する方針

　営業管掌取締役に対する業績連動報酬等に関しては、所管部門の売上高、売上総利益目標値に対する達成状況、支給年度の業績等を考慮し
た支給額を決定する。

ⅳ業績連動報酬等の割合に関する方針

　業績連動報酬等の対象である営業管掌取締役については、業績連動報酬等が報酬全体に占める割合は、40％を上限に設定するものとする。

ⅴ報酬等の支払い時期または条件の決定方針

　基本報酬は、月例の固定金銭報酬とする。

　業績連動報酬等である賞与は、事業年度終了後翌年度中に年１回、支給年度の業績も踏まえた上で支給するものとする。



ⅵ取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において、取締役会において決定する。取締役会は、指
名報酬委員会に原案を諮問し助言・提言を得るものとし、当該助言・提言を踏まえて決定するものとする。

　当社の取締役の報酬限度額は、2021年２月26日開催の定時株主総会において、年額300,000千円以内(使用人兼務の使用人給与を除く。)と決
議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち社外取締役２名）であります。

　当社の監査役の報酬限度額は、2021年２月26日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議されております。当該株主総会終
結時点の監査役の員数は３名であります。

　取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において、取締役会において決定すると役員報酬内規
で規定しております。なお、当社は2023年12月に任意の指名報酬委員会を設置しており、個別の取締役の報酬額は、指名報酬委員会における審
議を経た上で取締役会に提言し、取締役会において決定されるというプロセスとなります。

　監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において、監査役の協議により決定すると役員報酬内
規で規定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役、社外監査役へのサポートはコーポレート本部にておこなっております。コーポレート本部より年間の株主総会・取締役会・監査役会ス
ケジュールや各月の開催日時等連絡をはじめ、会議資料等を原則として開催３日前までに配布しており、また、重要議案等については必要に応じ
て事前説明もしております。

また、社外取締役の監査役会のへの参加等、両者の交流の機会の設定もコーポレート本部がサポートしておこなっております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役会設置会社であり、現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。

(1)取締役会

当社は取締役会設置会社であり、取締役会は社外取締役３名を含む取締役６名で構成され、原則として毎月１回定期的に取締役会を開催し、法
定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等、迅速かつ効率的な意思決定をおこなう体制としております。また、取締役
の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を１年としております。

なお、当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり
重大な過失がなかったときは、法令に定める額を限度として損害賠償責任を負担する旨の責任限定契約を締結しております。

（構成員）

議長：代表取締役　濱中雄大

構成員：専務取締役　岩尾英志、常務取締役　松岡耕平、社外取締役　髙橋理人、社外取締役　志賀秀啓、社外取締役　江川敏郎

(2)監査役会

当社は監査役会設置会社であり、監査役会は３名の監査役（常勤社外監査役、常勤監査役、非常勤社外監査役各１名）で構成され、監査役会の
決議によって監査役の中から議長を定めます。経営方針決定の経過及び職務執行の状況をするために、全ての監査役が取締役会に出席し、取
締役等から事業の報告を受けております。また、取締役会以外の重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧や会計監査人からの報告や聴
取等を通じて取締役の職務執行の監査を行い、監査役会において監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は原
則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時で開催しております。また、監査役監査は年度計画に基づいて行われ、取締役会等の重要な
会議への出席、実地監査を行うほか、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査担当者及び会計監査人と積極的な連携、意見交換を行い、
全般的な監査を実施しております。

なお、当社は、監査役との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり重大
な過失がなかったときは、法令に定める額を限度として損害賠償責任を負担する旨の責任限定契約を締結しております。

（構成員）

議長：常勤社外監査役　松尾光剛

構成員：常勤監査役　仲山欽也、非常勤社外監査役　西田弥代

(3)会計監査人

当社は、会計監査人として三優監査法人を選任しており、関係法令に則り公正な会計監査を受けております。

(4)内部監査室

当社の内部監査は、取締役会直轄の組織として内部監査室長１名と同室員１名（コーポレート本部兼任）を擁する内部監査室が担当しておりま
す。内部監査は、内部監査規程及び内部監査計画に基づいて、当社グループの業務活動全般に対し、経営方針、社内規程及びコンプライアンス
の遵守状況等、当社グループの業務活動が適正に行われているかについて定期的に監査を実施して、監査結果を取締役会、代表取締役及び監
査役会又は監査役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアッ
プし確認しております。また、内部監査の結果について監査役及び会計監査人と連携し、定期的に意見交換を行い、監査の質的向上を図っており
ます。

(5)指名報酬委員会（任意）

当社は、取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。同委員会は指名報酬委員会規程に基づき、取締役会の決議
によって選任された取締役３名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は、委員の中から取締役会の決議に
よって選定します。同委員会は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、コーポレート・
ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任および解任、取締役の報酬等について審議をし、取締役会に対して答申
します。

（構成員）

議長：社外取締役　髙橋理人

構成員：代表取締役　濱中雄大、社外取締役　志賀秀啓、社外取締役　江川敏郎

(6)コンプライアンス委員会、リスク管理委員会

当社は、コンプライアンス管理規程及びリスク管理規程に基づく取締役会直轄の機関としてコンプライアンス委員会およびリスク管理委員会を設
置しております。いずれの委員会も代表取締役社長を委員長とし、取締役・監査役・本部長・部長及び内部監査室にて構成されています。両委員
会は、３か月に１回以上の頻度で同時開催しており、重要な法務的問題及びコンプライアンスに関する事項についての協議及び検討、また、リスク
管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有を行っております。

(7)経営会議

当社では、重要施策の進捗管理と情報共有を目的として経営会議を設置しております。代表取締役社長を議長とし、常勤取締役を主な構成員とし
て、会議の議案に応じて各部門からメンバーを招集します。同会議は原則として毎月１回、子会社の株式会社ホームネットと共同にて定期的に開
催しておりますが、必要がある場合には随時開催することとしております。

(8)執行役員制度

当社では、迅速かつ機動性の高い業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会の決議によって選任さ
れ、必要に応じて経営会議等の重要な会議体に出席するとともに、取締役会の監督のもとに業務を執行しております。

（構成員）

社長執行役員（代表取締役社長）　濱中雄大、専務執行役員（専務取締役）　岩尾英志、常務執行役員（常務取締役）　松岡耕平、執行役員　髙橋
正哉、執行役員　田井昇、執行役員　英哲郎　



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、経営の透明性と機動的な意思決定に対応できる経営管理体制の維持を図るため、監査役会を設置しております。

また、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するほか、取締役会の独立性・透明性を確保するため
の任意の指名報酬委員会、日常的に業務を監査する役割として内部監査室、法務的問題やリスクに対応するためのコンプライアンス委員会及び
リスク管理委員会、重要施策等に関する適切な情報共有のための経営会議を設置しております。

これらの各機関が相互に連携することで、当社の経営の健全性・効率性を確保・維持することができるものと判断し、現在の体制を採用しておりま
す。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、株主総会招
集通知の早期発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
当社の株主総会の実施時期は２月であるため、他社の株主総会と重複することは少ない
ものと考えておりますが、集中日を避けた開催となるよう留意いたします。

電磁的方法による議決権の行使
株主の利便性を高め、議決権行使率向上を図るため、2026年2月開催の定時株主総会よ
り、書面による議決権行使に加え、インターネットによる議決権行使を実施しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。

招集通知（要約）の英文での提供 今後検討すべき事項と考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを作成のうえ、当社ウェブサイトのIＲ情報ページ（ht
tps://pptc.co.jp/ir/policy/ ）に掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

代表取締役をはじめとする常勤役員が出席する個人投資家向け決算説明会
（アナリスト・機関投資家向けと共同開催を含む）を半期ごとに定期的に自社開
催すると共に、証券会社や個人投資家が主宰する勉強会等が開催するオンラ
イン個人投資家向けIR説明会にも半期に1～2回程度参加しております。

今後、個人投資家を対象とした外部機関のIR説明会への参加を継続するほ
か、IRイベント等への参加も検討しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

代表取締役をはじめとする常勤役員が出席するによるアナリスト・機関投資家
向け決算説明会（個人投資家向けと共同開催を含む）を半期ごとに定期的に
自社開催しております。

その他、投資家からのご要望を受けて、個別の説明会も随時開催しておりま
す。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 今後、検討すべき事項として考えております。 なし

IR資料のホームページ掲載
決算情報および適時開示資料を当社のウェブサイトのIＲ情報ページ（ https://

pptc.co.jp/ir/ ）に、掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置

コーポレート本部 財務IR室 を担当部署としております。

責任者は常務取締役コーポレート本部長です。

コーポレート本部 財務IR室

メールアドレス： contact_ir@pptc.co.jp



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、コンプライアンス管理規程内に行動規範を定めており、その中で株主・顧客・従業
員等のステークホルダーの尊重について次のように定めています。

・株主に対して

「透明性の高い情報提供を約束し、説明責任を全うすることに加え、利益還元に全力で取
り組む」

・お客様に対して

「常にお客様本位で考え、お客様の信頼・信用に応えること」

「法令および契約を遵守するとともに、お客様のニーズを尊重し、お客様に満足いただける
付加価値の高い安全で有用な商品およびサービスを提供するよう努めること」他

・従業員に対して

「差別的行動、行為をおこなわないこと」

「個人の基本的人権を尊重し、暴力行為、ハラスメント、いじめ、嫌がらせ等の人格を無視
する行為をおこなわないこと」

「清潔な職場環境を維持し、労働災害の防止、自らの健康づくりに努めること」

他

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 今後検討すべき事項として認識しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、適時開示規程、フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル等の社内規程・
マニュアルを整備しており、これらに則って当社ウェブサイトや決算説明会等において適時
適切な情報開示および積極的な情報提供をおこなうことで、株主、顧客、取引先をはじめと
する全てのステークホルダーの利益・権利を保護し、強固な信頼関係の維持発展のために
努めてまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会にて「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役や従業員の職務の執行が適切に行われ、法令及び定款に適合することを
確保する体制作りに努めております。「内部統制システムの基本方針」の概要は以下のとおりであり、当社の業務の適正を確保するために必要な
体制の整備を図っております。

(a) 当社グループの取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・企業としての社会的責任を果たすため、取締役、執行役員及び使用人が法令、定款及び企業倫理を遵守して職務を執行するよう、行動規範を
定めます。

・代表取締役が全取締役、執行役員及び使用人に企業行動規範の精神を繰返し伝え、これにより法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であ
ることを周知徹底します。

・当社取締役会は定款及び取締役会規程に基づき運営し、代表取締役社長は定款、取締役会規程及び取締役会決議に従い職務を行います。ま
た、当社取締役会が取締役の職務執行状況を監督するため、取締役は、当社グループの業務状況を取締役会規程および関係会社管理規程に
基づき当社取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務を相互に監督します。

・取締役の職務執行状況は、監査役監査基準及び監査計画等に基づき監査役の監査を受けます。

・監査役は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することについて厳正な監査を行います。

・反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を有さず、不当な要求は拒絶し、毅然とした対応を保持します。

・重要な法務的問題及びコンプライアンスに関する事項については、定期的にコンプライアンス委員会を開催して協議するとともに、社外の顧問弁
護士とも適宜協議し指導を受けます。

・法令遵守の観点から、法令等に反する行為を早期に発見し是正するため、弁護士を窓口とする内部通報制度を構築のうえ取締役、執行役員及
び使用人に周知徹底し、内部通報制度に基づく報告をした者に対して、解雇その他の一切の不利益が生じないことを確保しています。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、文書又は電磁的記録の方法により、効果的な活用をはかり、適
切に保存及び管理を行います。また、個人情報管理規程及び文書管理規程等に基づき、個人情報・機密情報等の漏洩やその目的外利用を防止
します。

(c) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理規程に基づき必要に応じて当社及び子会社においてリスク管理委員会を設置し、様々なリスクを一元的に俯瞰し、当社グループのリ
スクを洗い出し、リスクを予防し、またリスクが発生した場合は迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限に食い止め、再発を防止し、企業
価値の保全をはかります。

(d) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・コーポレート・ガバナンスの理念に基づき、取締役会規程等の経営基本事項に係る規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、関係会社管
理規程等の業務組織及び意思決定ルールを定める社内規程の運用により、適正かつ効率的に当社グループの取締役の職務が執行できる体制
を確保します。

・毎月１回以上、当社グループ各社の取締役会を開催し（取締役会非設置会社を除く）、重要な経営事項の決定および取締役の業務執行状況の
監督等を行います。

・当社において執行役員制度を導入し、経営監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にし、迅速かつ機動性の高い業務執行体制の構築を図
るため、執行役員は取締役会が決定した業務方針に基づき担当部門において業務を執行します。

・取締役会付議事項の当社グループの業務に関する重要事項については、取締役、執行役員等にて構成される経営会議において、審議します。

(e) 当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は関係会社管理規程を定め、子会社から定期的に業務執行に関する報告を受けるとともに、定期的な監査を実施できる体制を整備します。

また、当社の取締役、執行役員又は使用人が子会社の取締役を兼務すること等により、相談・報告を適時・適切に行うことができる体制を整備し
ます。

・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社の業務執行について、当社への適時・適切な報告を求めるとともに、関係会社管理規程に定めた重要事項については、重要度に応じて当
社取締役会やグループ戦略本部への報告を要求し、また当社取締役会での審議を行います。

・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

関係会社管理規程に基づき、子会社の管理、組織、権限等を定めるとともに、必要に応じて当社グループ戦略本部と連携して業務を執行いたしま
す。

・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社内部監査室が子会社を含めた当社グループの業務及び財産の状況の監査をおこない、各子会社の業務執行の適法性および適正性を確保
します。

(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・現状では、補助使用人を置かず監査役が職務を適正に遂行しておりますが、今後の業容拡大等により状況が変化し監査役より補助使用人の設
置を要請された場合には、監査役を補助する使用人として、適切な人員を選任します。

(g) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・取締役は補助使用人の業務に対して不当な制約は行わないこととしています。

(h) 当社の取締役、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、執行役員、監査役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制その他

の監査役への報告に関する体制

・当社グループ各社の代表取締役並びに業務執行を担当する取締役及び執行役員は、各取締役会（取締役会非設置会社を除く）において随時そ
の担当する業務の執行状況の報告をおこないます。

・当社の取締役、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、執行役員、監査役及び使用人は、当社監査役の求めに応じて当社、並びに子
会社の業務状況を報告します。

・当社の取締役、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、執行役員、監査役及び使用人は、法定事項に加え当社グループに重大な影響
を及ぼすおそれのある事実等を発見したときは、直ちに当社監査役に報告します。



・当社の内部監査室は、内部監査の実施結果について、当社監査役に随時報告します。当社監査役は、必要に応じて当社代表取締役社長に対
し、追加監査の実施及び業務改善策の策定等を求めます。

・当社監査役は、当社取締役会のほか、重要な意思決定過程及び業務状況を把握するため、必要に応じて当社又は子会社の重要な会議に出席
し、また必要に応じ意見を述べます。

・当社監査役は、当社又は子会社の稟議書その他業務執行に係る重要文書を閲覧し、必要に応じて当社又は子会社の取締役、執行役員又は使
用人に対してその説明を求めます。

(i) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・当社監査役への報告を行った当社取締役、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、執行役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを
理由として不利な取扱いを行わないことを周知徹底しています。

(j) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認
められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

(k) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役社長をはじめ全取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識しており、監査にかかる環境整備に努めます。また、監査役は、関
連法令の改正動向等も注視し、監査役監査基準の充実や実効的な監査活動の向上をはかります。

・監査役は、代表取締役社長等と随時会合を持ち、経営方針を確認するとともに、監査上の重要課題及び内部統制等について意見交換を行いま
す。監査結果については、代表取締役社長への報告のほか取締役会等でも必要な説明を行い、適切な対応を求めます。

・監査役は、効率的に実効性ある監査を遂行するため、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をはかります。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(a) 反社会的勢力排除に向けた基本方針

当社グループは、社会的責任ある企業、企業集団として、暴力団を始めとする反社会的勢力に対する基本方針を以下のとおり定めるとともに、こ
の基本方針を実現するための体制を構築します。

・反社会的勢力との取引を一切行いません。

・反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力による不当要求が認められた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対応を
行います。

・反社会的勢力の排除に関し、平素より公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、弁護士等関係外部機関と緊密な連携関係を構築して
まいります。

・期せずして反社会的勢力との取引が判明した場合は、取引の解消に向けた適切な処置を速やかに講じます。

・反社会的勢力への資金提供は一切行いません。

・反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保します。

(b) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

・対応統括部署の設置状況

対応統括部署をコーポレート本部としております。

・外部の専門機関との連携状況

株式会社日本経済新聞社が提供する「日経テレコン」等による調査並びに管轄警察との連携及び外部専門機関である公益財団法人暴力団追放
運動推進都民センターに加入し、連携等の取り組みをおこなっております。

・反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

管轄警察および公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターからの情報の収集等の取り組みをおこなっております。

・規程・細則の整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を実現するため、規程や細則、社内体制を整備し、研修等による教育を行うとともに、従業員の安全
確保並びに管轄警察及び公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターとの連携等の取り組みをおこなっております。



Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。

【コーポレート・ガバナンス体制】




